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【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市民参加と、市政に対す
る的確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、
市が保有する公文書の開示を請求する権利を定め
ています。平成30年度の公文書開示請求などの
状況は下表のとおりでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報
保護条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、
市が保有する個人情報の開示、訂正および利用
停止を請求する権利を定めています。平成 30
年度の個人情報保護条例の運用状況は下表のと

おりでした。

【不服申し立て】
　情報公開制度や個人情報保護制度を活用して請
求した開示や訂正、利用停止が認められず、その
決定に不服のあるときは、その決定を知った日の
翌日から起算して３カ月以内に審査請求をするこ
とができます。平成30年度は不服申し立てはあ
りませんでした。
■問い合わせ先　法務文書課（☎40-0205）

昨年度の状況を
報告します

市の情報公開・個人情報保護制度

市政情報Town Information

外国語パンフレッ
トの作成などに

外国人観光客受入環境整備事業費補助金

済システムの整備／その他外国人観光客の受入環
境の向上に資する取り組み
▼対象経費　消耗品費／印刷製本費／手数料／筆
耕翻訳料／委託料／工事請負費／備品購入費
※原則として市内業者への発注に限る。
▼補助率・補助限度額　補助対象経費の実支出額
の合計額の２分の１に相当する額、または10万
円のいずれか少ない額
※補助金の交付は書類審査の上、決定します。な
お、提出書類などの詳細については、市ホームペー
ジをご覧ください。
■問い合わせ・提出先　国際広域観光課（☎
40-7017）

　外国人観光客の受入環境水準の向上を図るた
め、観光関連事業者が行う外国人観光客の受入環
境整備に要する経費の一部を補助します。希望す
る人は申請してください。
▼募集期間　随時（先着順、予算に達した時点で
受け付け終了）
▼対象者　市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客
運送業、レンタカー業などの観光関連事業を営ん
でいる事業者（市税等の滞納者を除く）
▼対象事業　施設の案内表示、誘導表示、メニュー
などの表示に係る外国語表記の整備／パンフレッ
ト、ホームページなどの情報発信に係る外国語表
記の整備／Wi-Fi 利用環境や外国人向け電子決

▼対象住宅　①～④の要件すべてに該当する市内
にある住宅として使用されていた空き家
①木造または鉄骨造
②一戸建ての住宅または床面積の過半が住宅とし
て使用されていた併用住宅（長屋・共同住宅を除く）
③不良度の評点が100点以上（柱の傾斜や屋根、
外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大き
いもの）
④放置すれば周囲に影響を及ぼす恐れのあるもの
▼対象者　次の❶および❷の要件のいずれにも該
当する者（営利を目的とする法人を除く）
❶対象住宅の所有者または相続人等
❷市税等の滞納がない者
▼対象工事　市内に本店を有する法人または市内
に住所を有する個人事業者が行う工事
▼補助金額　除却に要する費用の 40％（限度額
50万円）

老朽化した空き家の除却を支援します
～老朽空き家等除却促進事業費補助金～

シリーズ③
どうする空き家 !?
空き家に関する役立つ情報を
定期的にお知らせします

　市では、スポーツ推進施策の方向性を示すもの
として、「弘前市スポーツ推進計画」の策定を目
指しています。このたび素案がまとまりましたの
で、市民の皆さんから意見や提案を募集するため、
パブリックコメント（意見公募手続き）を実施し
ます。
▼募集期間　６月15日（土）～７月16日（火・必着）
▼閲覧方法
○市のホームページから閲覧
○次の場所で閲覧（土・日曜日、祝日を除く、午
前８時30分～午後５時）
文化スポーツ課（市役所 4階）、岩木総合支所総
務課（賀田 1丁目）、相馬総合支所民生課（五所
字野沢）、市民課駅前分室（駅前町、ヒロロ3階）、
市民課城東分室（末広4丁目、総合学習センター
内）、各出張所
▼対象者　
①市内に住所を有する人
②市内に事務所等を有する人または団体など
③市内に勤務する人
④市内の学校に在学する人
⑤本市に対して納税義務を有する人または寄付を
行う人
⑥本計画（素案）に利害関係を有する人
▼提出方法　指定の様式または任意の様式に、住

所、氏名（法人などの場合は名称および代表者氏
名）、在住・在学の別（任意様式の場合は対象①
～⑥のいずれか）、件名（任意様式のみ、「弘前市
スポーツ推進計画（素案）への意見」など）を記
入し、次のいずれかの方法で提出を。
❶郵送…〒 036-8551、上白銀町１の１、文化
スポーツ課宛て
❷文化スポーツ課へ直接持参（土・日曜日、祝日
を除く、午前８時30分～午後５時）
❸ファクス…35-7956
❹ Eメール…bunspo@city.hirosaki.lg.jp
❺「わたしのアイデアポスト」へ投函…市役所総
合案内所、岩木総合支所総務課、相馬総合支所民
生課、市民課駅前分室・城東分室、各出張所に設
置
※記入漏れなどがある場合は意見として受け付け
ませんので、ご注意ください。また、電話など口
頭では受け付けません。
▼意見の公表など　寄せられた意見などは、計画
策定の参考とするほか、後日集約し、住所・氏名
を除き、対応状況を市ホームページで公表します。
なお、個別の回答はしませんので、ご了承くださ
い。
■問 い 合 わ せ 先　文化スポーツ課（☎ 40-
7115）

「弘前市スポーツ推進計画（素案）」への意見募集
（パブリックコメント）

あなたの声を
市政に反映

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り下
げ･却下

開示請求 796 681 102 12（９） １
開示申出 0 0 0 0（０） ０
計 796 681 102 12（９） １

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの
状況

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 31 21 ６ ４（４） ０
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示請求
が80件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求ならびに
事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありませんでした。

▼募集戸数　５戸程度（不良度の評点が高い順に
予算の範囲内で交付します）
▼申請期間　６月17日（月）～８月30日（金）
▼事前調査　補助の条件のうち、住宅の不良度に
ついては、あらかじめ現地調査を申し込むことが
できます。その場合、市から不良度の点数が通知
されますので、その後に交付申請の手続きをする
ことができます。
▼注意事項　他にも条件がありますので、事前に
お問い合わせください／空き家を解体することで
住宅用地特例の対象外となり、土地の固定資産税
等が増額になります。ただし、建物の固定資産税
等が課税されなくなることから、土地と建物を
トータルで考えた場合、今までよりも減額になる
場合があります／不良度の判定を行うため、市職
員が敷地に立入り現地調査を実施します。
■問い合わせ先　建築指導課（☎40-0522）


